（様式第１－５号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村名：　大阪狭山市　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	①　人権相談分野（事業名：ＤＶ相談専用ダイヤルの開設）
２　地域就労支援分野（事業名：　　　　　　　）
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
　 １．新規
　②．継続 【交付対象となった年度：令和３年度】

【 現 状 】
市民相談・人権啓発グループにおける人権相談では、ＤＶ相談の専用ダイヤルがなく、
　市役所の代表電話番号から交換を通して相談員に繋いでいたが、ＤＶ相談など他人に
相談していることを知られたくない人には、相談への心理的なハードルとなっていた。
そのため、相談者がより相談しやすい体制を整えるためにダイヤルインを導入した。

【現状における課題】
ＤＶ相談専用ダイヤルの存在が十分に市民に認知されているとは言えない。
大阪狭山市のＤＶ相談専用ダイヤルについて広報誌やホームページを使い、恒常的に
周知を行い、相談のニーズを掘り起こしていく。

【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
令和３年６月１日から新たにＤＶ相談専用ダイヤルを設置し、広報誌やホームページに掲載
することにより周知を図った。相談には社会福祉主事の資格を持った女性相談員が対応した。








（様式第１－５号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村名：大阪狭山市　　　　　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	①　人権相談分野（事業名：人権いろいろ相談　）
２　地域就労支援分野（事業名：　　　　　　　）
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
１．新規
　②．継続 【交付対象となった年度：令和３年度】

【 現 状 】
市内には様々な国や地域から日本へ来た外国人が生活しており、生活全般にわたる
相談対応が必要である。

【現状における課題】
　日本語がほとんど話せない方が窓口に来た場合、当市で日本語教室を主催している方々の
協力を得ながら対応してきたが、状況によっては、迅速な対応が難しい。


【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
　日本語での会話が困難な相談者との相談を少しでも円滑に行うために、令和４年４月から
大阪府より配布された翻訳機をグループ内に設置。必要に応じて庁内への貸し出しを行った。
外国語の方向けの行政に関する情報や翻訳アプリのＱＲコードなどをまとめたチラシを
庁内に配架し、情報提供を行った。
　








（様式第１－５号）
　市町村名：大阪狭山市　　　　　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	①　人権相談分野（事業名：女性弁護士による法律相談　）
２　地域就労支援分野（事業名：　　　　　　　）
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
　 １．新規
　②．継続 【交付対象となった年度：令和３年度】

【 現 状 】
毎週水曜日に無料法律相談を実施しているが、男性弁護士の比率が高い中で、女性弁護士に相談を希望する女性が増えたこと、男女共同参画社会の実現や、女性活躍の推進の観点から、女性がより相談しやすい体制を整備する必要がある。


【現状における課題】
　女性の人権や、男女共同参画に関する取り組みについて考えてもらうきっかけや、女性としての安心感や気持ちに共感してもらえる同性の弁護士の法律相談を実施する機会が少ない。
　

【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
令和４年度までは、６月の男女共同参画週間と１１月の女性に対する暴力をなくす運動の期間にあわせて実施していたが、令和５年度からは、「女性弁護士による法律相談」を銘打つことで市民に、女性の人権や、男女共同参画に関する取り組みについて考えてもらうきっかけや、女性弁護士を希望している女性の相談者が増えていることから、受けたい時に受けられる相談を可能とし、女性としての共感や受けとめを含めての法律相談を実施できるよう、毎月第３水曜日を「女性弁護士による相談日」として法律相談を実施した。女性から相談予約があった場合は優先に案内した。



（様式第１－５号）
　市町村名：大阪狭山市　　　　　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	①　人権相談分野（事業名：各種相談のオンライン化）
２　地域就労支援分野（事業名：　　　　　　　）
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
　 １．新規
　②．継続 【交付対象となった年度：令和４年度】

【 現 状 】
　相談したいが、障がいや、子育て、介護など様々な事情で直接市役所に来られない、また、誰にも知られたくないという思いなどで、相談できない状態となっている市民がいるため、相談の機会の確保が必要。

【現状における課題】
様々な事情から相談に行くことをあきらめている方に、相談できる機会を作る必要がある。　

【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
本市の各種相談のオンライン対応の中で、人権に関する分については、令和４年度から全ての弁護士による法律相談、女性のくらし特別法律相談会を実施。子育てや介護で自宅を離れることが困難な方や心身の不調から来庁が困難な方の相談の機会、また誰にも知られたくない市民にも対応できることで、不安を抱える方の課題を解決するための一助とした。オンライン相談に対応していることを、広報誌や市の子育て支援ガイドブックで周知した。





（様式第１－５号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村名：大阪狭山市　　　　　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	①　人権相談分野（事業名：女性のくらし特別法律相談会　）
２　地域就労支援分野（事業名：　　　　　　　）
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
　 ①．新規
　２．継続 【交付対象となった年度：　　　】

【 現 状 】
新型コロナウイルスによる生活環境や仕事への影響、ＤＶ相談の増加、女性自殺者数の増加など、女性を取り巻く状況が悪化しており、当市での法律相談や女性相談員への相談の需要は高い。市民から女性弁護士の相談日や女性相談員の在席時間を聞かれることがあり、ニーズがあることがわかる。

【現状における課題】
　家庭内における、ＤＶや家族を含む生活全般、仕事、家計等の悩みや困り事に対する支援を行うためには、重層的な支援が不足していることや、上記の悩みや困り事から、女性の権利の擁護が向上されていないことが伺える。

【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
　新型コロナウイルス感染症をきっかけに家庭内における、ＤＶや家族を含む生活全般、仕事、家計等の悩み等が見受けられることから、女性の権利擁護の向上を目的に女性のくらし特別法律相談会を実施した。女性弁護士と社会福祉主事の資格をもった女性相談員が対応し、重層的な支援体制を整備した。担当の女性弁護士は大阪弁護士会の女性と子どもの貧困部会所属弁護士等、女性の人権について取組まれている弁護士の派遣を依頼した。また、チラシの作成や広報誌・ホームページに掲載することにより、より多くの方にご利用頂くために周知を図った。




